
第１２次基本計画の策定について

基本構想２０３０の前期計画である第１１次基本計画が令和７年度末をもって計画期間満了となる

ことに伴い、後期計画として第１２次基本計画（令和８年度～１２年度）を策定するもの

①基本構想２０３０の後期計画として、基本構想に掲げる 基本理念・行動目標 のもと、「松本の地

域特性を最大限に活かした循環型社会」「一人ひとりが豊かさと幸せを実感できるまち」の実現を

図る。

②第１１次基本計画の評価・検証を通じ、各施策の現状と課題を整理 するとともに、時代や環境の変

化を踏まえ、改めて次の５年で「何のために何をする」のかを明らかにし、具体的政策・施策等を

体系化

③「まち・ひと・しごと創生法」に規定する「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略（松本版総合

戦略）」を包含。松本市人口ビジョンについても見直しを行う。



第１１次基本計画の
評価・検証

政策課題の
洗い出し

● 市民アンケート・ワークショップ等による
市民意見の聴取

● 各種統計データ等の分析

● 市民説明会

● パブリックコメント

計画案の作成・修正
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